
 
生 活 衛 生 関 係 営 業 (建 築 物 関 係 )永 年 勤 続 優 良 従 業 員 表 彰 要 領  

 
 （ 目 的 ）  
第 １  こ の 要 領 は 、 本 県 に お け る 生 活 衛 生 の 維 持 、 向 上 に 資 す る た め 、 建 築

 物 に お け る 衛 生 的 環 境 の 確 保 に 関 す る 事 業 に 従 事 す る 者 の 定 着 率 を 高 め る

 と と も に 、 従 業 員 の 資 質 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 同 一 事 業 所 及 び 団

 体 の 永 年 勤 続 優 良 従 業 員 の 知 事 表 彰 を 行 う に あ た り 、 表 彰 者 の 選 考 に 要 す

 る 事 項 に つ い て 定 め る 。  
 
 （ 選 考 基 準 ）  
第 ２  永 年 勤 続 優 良 従 業 員 及 び 団 体 の 優 良 事 務 職 員 の 選 考 基 準 は 、 別 紙 の と

 お り と す る 。  
 
 （ 表 彰 の 実 施 ）  
第 ３  こ の 表 彰 は 、 公 益 社 団 法 人 愛 知 県 ペ ス ト コ ン ト ロ ー ル 協 会 会 長 も し く

は 一 般 社 団 法 人 愛 知 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 協 会 会 長 （ 以 下 「 会 長 」 と い う 。 ）

の 依 頼 に 基 づ い て 実 施 す る 。  
 
 （ 表 彰 の 依 頼 ）  
第 ４  会 長 は 、 こ の 要 領 に よ り 知 事 に 表 彰 を 依 頼 す る と き は 、 別 に 定 め る 期

 日 ま で に 依 頼 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次 の 書 類 を 添 付 し て 提 出 し な け れ ば な ら

 な い 。  
 １  永 年 勤 続 優 良 従 業 員 表 彰 候 補 者 名 簿 (第 ２ 号 様 式 )  
 ２  永 年 勤 続 優 良 従 業 員 表 彰 候 補 者 推 薦 書 (第 ３ 号 様 式 )  
 ３  表 彰 候 補 者 の 身 元 保 証 書  
 ４  表 彰 候 補 者 選 考 基 準  
 ５  そ の 他 表 彰 の 裏 付 け と な る 資 料  
 
 （ 表 彰 の 決 定 ）  
第 ５  知 事 は 、 会 長 か ら 推 薦 の あ っ た 候 補 者 の う ち か ら 、 慎 重 に 審 査 を 行 い

 表 彰 者 を 決 定 す る も の と す る 。  
 
 （ 雑 則 ）  
第 ６  こ の 要 領 に 定 め る 事 項 の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  
   附  則  
 こ の 要 領 は 、 平 成 ６ 年 ２ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  
 こ の 要 領 は 、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  
 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  
 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ３ 年 １ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  
   附  則  
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 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ４ 年 ５ 月 ９ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適

用 す る 。  

   附  則  
 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ５ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 か ら 適

用 す る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 元 年 ５ 月 １ 日 か ら 適 用

す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 
 
 
 
別  紙  

 表 彰 候 補 者 選 考 基 準 

 １   当 該 事 業 所 及 び 団 体 の 開 設 者 で な い こ と 。  
 
 ２   同一開設者の事業所及び団体において、引き続き１５年以上業  
  務 に 従 事 し て い る こ と 。  
 
 ３   公益社団法人愛 知県ペストコントロール協会会長もしくは一般社

団法人愛 知 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 協 会 会 長 の 推 薦 を 受 け て い る こ と 。  
 
 ４   品行方正、勤務成績良好で他の従業員の模範となる者であり、  
  当該事業所及び団体の従業員として表彰することが適当と認めら  
  れ る こ と 。  
 
 ５   刑 罰 及 び 好 ま し く な い 事 実 の な い こ と 。  
 
 (注 )   表 彰 の 対 象 と な る 者 は 、 上 記 １ か ら ５ ま で の す べ て の 事 項 に  
   適 合 す る 者 で あ る 。  

  



 

【一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会  規程第３号】 

 

永年勤続優良従業員愛知県知事被表彰候補者の推薦規程 

 

（趣 旨） 

第１ この規定は、建築物清掃業等における従業員の定着化を高めるとともに、従業員

の資質の向上を図り環境衛生の向上に資するため、永年勤続優良従業員の知事被表

彰候補者の推薦を行うにあたっての選考に要する事項について定める。 

（選考基準） 

第２ 生活衛生関係営業（建築物関係）永年勤続優良従業員表彰要領（令和５年４月２

８日施行）における協会の基準は、次によるものとする。 

 １ 永年勤続優良従業員としての被表彰候補者は、次のすべての条件を満たす者とす

る。 

  (1) 愛知県内の現場従業員であること。 

  (2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項各号に定

める登録事業（清掃、空気環境測定、空気調和用ダクト清掃、飲料水水質検査、

飲料水貯水槽清掃、排水管清掃、ねずみ昆虫等防除及び環境衛生総合管理）に従

事している者であること。 

  (3) 同一事業所（会社）に１５年以上引き続き勤務した優良な従業員であること。 

 ２ 優良事務職員としての被表彰候補者は、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会

（以下「協会」という。）の事務局職員で事務局に１５年以上に渡り勤務し、職務に

精励した者とする。 

 ３ 被表彰候補者は、人格、識見、品行、志操及び賞罰等を十分に勘案して、理事会

において決定するものとする。 

 ４ 協会を脱退した会員及び事務局を退職した職員は、対象から除く。 

（雑 則） 

第３ この規程に定める事項のほか必要な事柄は別に定める。 

 

附   則 

 この規程は、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会の設立の登記の日（平成２４年

６月１日）から施行する。 

（一部改訂） 

第２（選考基準）第１項(3)の「既に会長表彰を受けた者で」及び第２項の「既に会長

表彰を受け」を削除する。(平成２８年４月１日 施行) 
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【一般社団法人 愛知ビルメンテナンス協会   規程第２号】 

《一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会会長表彰》 

表 彰 規 程 

 （目的） 

第１条 一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会（以下「協会」という。）が行う表彰は、

この規程の定めるところによる。 

 （被表彰者） 

第２条 被表彰者は、次の各項に該当する者とする。 

  １ 協会役員功労者 

    協会の役員（理事・監事）として在職６年以上にわたり協会に功労のあった者。 

  ２ 協会専従優良職員 

    協会の事務局職員で、事務局に７年以上にわたり勤務し、職務に精励した者。 

  ３ 会員所属優良従業員 

    会員所属の従業員であって、同一事業所に１０年以上勤務し、職務に精励した者

で会員代表者から被表彰者として推薦された者。 

  ４ 賛助会員協会事業功労者 

    賛助会員の登録者又は担当者で、同一事業所に５年以上勤務し、協会諸事業に尽

力した者で、賛助会代表者からこの被表彰者として推薦された者。 

  ５協会事業協力者 

   協会が実施する講習会及び研修会等で、５年以上にわたり講師等に委嘱した者。 

 （表彰） 

第３条 表彰は、次により行う。 

  １ 表彰は、会長表彰として行う。 

  ２ 表彰は、毎年度適切な時期に行う。 

  ３ 表彰するときは、表彰状又は感謝状を贈呈し、副賞として記念品を贈ることがで

きる。 

 （選考） 

第４条 被表彰者の選考は、次の各項を十分配慮して、理事会において決定する。 

  １ 選考には、被表彰者の人格、識見、品行、志操、賞罰等を十分に勘案する。 

  ２ 被表彰者には、所定の調書の提出を求めることができる。 

  ３ 協会を脱退した会員は、対象から除く。 

  ４ 既に表彰状又は感謝状を受けている者は除外する。 

 （雑則） 

第５条 この規程に定めのない事項については、理事会の議を経て決定することができ

る。 

附   則 

 この規程は、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会の設立の登記の日（平成２４年

６月１日）から施行する。 

附   則 

 この規定は、２０２０年１月１日から施行する。 
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